
Vol.10～「４－６大声をだす」について～

猛暑から一転、肌寒い季節になってきました。
今回の調査員ニュースは「4-6大声をだす」の考え方についてです。
ぜひ、御一読下さい！

‣４－６：大声をだすについて

定義 「大声をだす」行動の頻度を評価する項目である。
周囲に迷惑となるような大声を出す行動のことである。

もともとの性格的や生活習慣から日常生活で声が大きい場合等では
なく、場面や目的から見て不適当な行動があるかどうかで選択する。

今回の場合、夜中に寝ている状況下であり、大声をだすという行為自体
が寝言である可能性が高いと言えます。寝言は生活習慣に含まれるた
め、場面から見て不適当とは言ません。

そのため、「ない」を選択してください。
ただ、今回のように家族が起きて本人を起こす手間が発生している場合
には特記事項に頻度とともに記載してください！

「５分で読める要介護認定調査ニュース」のバックナンバーを
金沢区ホームページで御覧いただけます！

右記の二次元コードを読み取っていただくか、
金沢区役所ＨＰ くらしの情報⇒介護保険から御覧ください！
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では、次のような特記事項であった場合、チェック項目は何を選択
するのが正しいでしょうか？

4-6：夜中に寝ている際、急に大声で怒鳴ったりする。
大声で起きた家族がトントンとたたいて起こし、目が覚めると落ち着く。
（毎日ある）
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